
最高裁秘書第3228号

令和元年6月21日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長今崎幸

司法行政文書開示通知書

平成31年4月17日付け（同月19日受付，最高裁秘書第2143号）で申出

のありました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしました

ので通知します。

記

開示する司法行政文書の名称等

平成30年10月1日付け人事局総務課長事務連絡（片面で3枚）

開示の実施方法

写しの送付
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担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）
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平成30年10月1日

高等裁判所事務局長殿 ．

最高裁判所事務総局人事局総務課長和波宏典
一一一

事務連絡

平成30年度人事院勧告後事務総長会見(10月i日 （月）実施）における発言
は別紙のとおりです。
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行蕊潔熱総露灘識毒職譲蕪燦識繍震
随ゑと三曼皇這廷里壁具些封しヱど蜜患旦委鍾雲薄薄思玄蓬瀞について迂長国家公務員呈俸あ藺急運てぞ藪府
において検諭べき鞠であってb..裁判所の独自性を主張できるようなものではないご･とは剛¥していただきた
い6

1人事院
勧告関係

◎201;8年人事院
勧告・報告の取り扱い
にあたっては，国公労
連と･の交渉に基づく合
意のもとで決定するこ
と。
①官民較差に基づく
給与・処遇の改善をは

章雛難辮鐸
②、再任用について； ，

臺謹蒋澱鞭
再任用を保障するとと
もに，給与水準をはじ
め，労働条件を改善す
ること。
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2定年年
齢の引上げ

◎・定年年齢の引き上
げに関する制度設計に
あたっては，雇用と年
金の接続を確実な.もの
とし，職員が安心して
働き続けることができ
るものとするよう､制
度の全体像を示しj国
公労連との交渉に基づ
く合意のもとで決定赤
ること。また，裁判所。
における制度設計にあ
たっては，全司法.との
交渉‘･協議を行うなど
賊実に対応し,､合意の
もとで決定するこ･と。
（以下,省略）

鐵篭蕊講嬢蕊 拳燃蕊蕊
裁判所において,今後検討を進めていくに当たっては,~必要に応じて職員や職員団体の意見を聞くなど,適切
かつ誠実に対応していきたいと考えている。
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番号大項目 中項目 発営

の駁組

織騨謹鑿 職灘慧蕊簔馳捌澱”鱗熊繍婁菫を蝋:雛譜鬘繍
騨繍灘撫唇鮮鰡轆簿,-層下級縦指導するとともに｡そ伽組を後押ししか､書たい‘灘こ職撫暑臺鑛職譲難堅縦貰鱸灘灘
。 、

規制の導入を行うこと
制度化,5インターバル

－－－－－－－マ マーーワー

4 型両立支
援,健康，
ハラスメン
ト防止
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瀧織擢瀞蕊蕊潔鮒繍総零灘撰総三弓繍溌職建
騨環境鋤善する織蕃萱謡識字瀧縦臺瞬熱鱗瀞套の見直しをずること等によ’敵支ゞ

なお，両立支援制度の拡充については,‘制度的な問題であり, 』最高裁として公式に意見を述べる立場ではない
が,“職員団体の要望は，人事院に伝わるようにしたい。 ．. ．
． ［ズドレスチェックについて］

寿琴鞭陸ご灘鬘瀦總騨薑碧溺挙毒瀧灘嗜壽艫壁票篭轆塙藍芙篭
解の浸透を深めていきたい。

総謹
5 ．5労働基
本権の確立

÷－■一一一

◎ ILO勧告を真筆
に受け止めて，早急に
国公労連との具体的協
議を開始して行動計画
を策定する.など,~憲法
とILO勧告に沿った
労働基本権の全面回復
と民主的公務員制度を
確立すること。

お含撫撫撫離職三等iま瀦蕊辮篝離職繍繼鰄鰄割醗
まで同機.職員及び職員団体の意見を聴くなど,適切かつ誠実に対応していきたい｡

民主的公
務員制度
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